
 

 

平成 30年 8月 29日 

 

 

報道機関各位 

 

 

鳥栖市建設課長 佐藤 晃一 

 

 

味坂スマートインターチェンジ(仮称)の連結許可書の伝達式について 

 

 

味坂スマートインターチェンジ(仮称)について、８月１０日付で高速道路へ

の連結が許可され、新規事業化となりました。 

連結許可書の伝達式を別添のとおり行いますので、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当）産業経済部 建設課 道路河川整備係 桑形(くわがた) 

    ℡０９４２-８５-３５９７ 

鳥栖市投げ込み資料 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

味坂スマートインターチェンジ（仮称）について、８月１０日付け 

で高速道路への連結が許可され、新規事業化となりました。 

連結許可書の伝達式を以下の日時にて行いますので、お知らせします。 
 

１．日時：平成３０年９月３日（月） １４：００～ 

２．場所：九州地方整備局長室（福岡第二合同庁舎７階） 

３．出席予定者： 

       福岡県知事（申請者） 

       国土交通省 九州地方整備局長（伝達者） 

       関係自治体（佐賀県、小郡市、鳥栖市） 

４．次第：①開会 

       ②連結許可書の伝達 

       ③写真撮影 

  ５．資料：別紙－１ 味坂スマートインターチェンジ(仮称)の概要・整備効果 

       別紙－２ 取材申込書 

６．取材について 

・取材を希望される方は、別紙－２の取材申込書を記入の上、８月３１日（金） 

１２時迄にＦＡＸにより連絡をお願いします。 

・当日集合時間：１３時４５分 集合場所：１０階打合せ室５ 

 

※ 連結許可とは：スマートインターチェンジを設置するには、⾼速⾃動⾞国道法に基づき、⾼速道路に 
連結する道路の管理者が国⼟交通⼤⾂の許可を受ける必要があります。 

 

 

 

味坂スマートインターチェンジ（仮称） 

連結許可書の伝達式を行います 

あ じ さ か 

平 成 3 0 年 8 月 2 9 日 

九 州 地 方 整 備 局  

【問い合せ先】  

 九州地方整備局 〔代表〕 092-471-6331   〔直通〕 TEL 092-476-3543 

企画部広域計画課      課長   鈴木 昭人（内線３２１１） 

              課長補佐 坂本 淳一（内線３２１２） 

～九州自動車道で今年度新規事業化～ 
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味坂スマートインターチェンジ(仮称)の概要・整備効果 別紙－１



味坂スマートインターチェンジ（仮称） 

連結許可書の伝達式 取材申込書 
 

※平成３０年９月３日（月）の伝達式について、取材を希望される報道機関におかれま

しては、事前に登録をお願いします。 

 

ＦＡＸ送信期限：８月３１日（金）１２時迄 

 

 

 国土交通省九州地方整備局 

 企画部広域計画課 宛  担当 水田   

ＦＡＸ：０９２－４７６－３４６２ 

 
１．報道機関名（会社名及び部署名） 

 

                             

 

２．氏名等 

   ◯氏名（複数で出席される場合は代表者のみで結構です） 

 

                           

 

   ◯連絡先（当日連絡可能な携帯番号等） 

 

                           

 

   ◯人数（代表者を含む） 

 

                           

 

※当日集合時間：１３時４５分 集合場所：１０階打合せ室５ 

別紙－２ 
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